
令和 7年度 第 4回焼津市水道事業審議会 会議録 

 

1. 日時：令和 7年 11月 11 日（火） 午前 9時 30 分～午前 10時 15 分 

2. 場所：焼津市水道庁舎 2階災害対策室 

3. 出席者 

（1） 委 員：佐藤委員、北川委員、小林委員、齋藤委員、大塚委員、 

望月委員、小川委員、加藤委員、白鳥委員、須方委員 10 名 

（2） 事務局：多々良部長、渋谷課長、鳥居課長、青島総務兼事業管理担当係長、 

藤井建設担当主幹、山田配水場担当統括主幹、西村給水担当係長、 

柴田事業管理担当主事、天野事業管理担当主任主査 

（3） N J S ：武井、服部 

（4） 傍聴者：1名 

 

 開会 

 

 部長挨拶 

 

 議案 

① 前回の質疑に対する回答 

② 答申書（案）の内容について 

 

 議事 

・ 答申書（案）の内容について 

 

 その他 

・ 答申書（案）の修正について 

・ 市長への答申について 

 

 質疑 

〈答申書（案）に関する質疑応答〉 

【前書きについて】 

質問：E委員 

P1（3行目）： 水水道事業を厳しい経営状況に追い込んでいる。」となっている
が、水追い込んでいる」を水している」という表現に変えても良いのではないか。 

回答：事務局 



水追い込んでいる」を水している」に改め、水水道事業を厳しい経営状況にして
いる」という表現にする。 

 

【答申について】 

質問：D委員 

P1：水1水道ビジョン・経営戦略の推進」では、水効率的な経営を目指す」とあ
り、水2経営基盤の強化（1）適切な水道料金の在り方」では、水能率的な経営のも
と」とある。水効率的」と水能率的」の違いはあるのか。また、同じく水2経営基
盤の強化（1）適切な水道料金の在り方」には、水公営企業の経済性を発揮」とい
う文言があるが、前述の内容とかけ離れていると思われるため、もう少し具体的
に記載すべきではないか。 

 

回答：事務局 

水効率的」と水能率的」の使い分けについて、水道法の水道料金をうたう条項
に水能率的」という表現が用いられているため、水能率的」としている。水効率
的」と水能率的」の違いは、大きな違いはないと考えているが、水効率的」はコス
ト面を意識したもの、水能率的」はコスト面も含めた全体を見て経営をするという
意味合いとしている。同じような意味合いとなるため、水効率的」で統一する。 

水公営企業の経済性を発揮」とは、公営企業であるため、事業で得られた利益
を水道施設へ再投資するという、一般会計とは異なる点を強調している。 

 

質問：I委員 

P2：水（２）交付金等新たな財源の確保」では、前半部分で水国では上下水道一
体の耐震化を推奨している」とあるが、後半部分では水補助金等の投資財源確保
に努められたい」となっている。上下水道一体の耐震化と補助金について、内容
が繋がっていないように感じる。また、答申の中では、下水道のことは触れられ
ていないのではないか。 

 

回答：事務局 

答申案の文章は、前半部分と後半部分の内容の繋がりが分かりにくいとものと
なっている。上下水道一体の耐震化というのは、能登半島地震後、新たに上下水
道一体での耐震化工事に対する国庫補助金制度ができたことから、この国庫補助
金を活用するという意味合いである。上下水道一体の耐震化に係る補助金を活用
する、という意味が分かるように文章を改める。 

 



質問：E委員 

P2： 水 （）） 料金改定率」について、料金改定率 30％は財政収支計画に基づい
て導き出されたものであるため、この水財政収支計画に基づき」の文言を入れて
はどうか。また、水経営基盤の強化には」を水経営基盤を強化するには」としては
どうか。これを合わせ水財政収支計画に基づき、計画的な施設更新・耐震化を進
め、安心安全な水道水の安定した供給を持続するための経営基盤を強化するため
には、平均改定率は＋30.0％とすることが適切との結論に至った。」としてはどう
か。 

水 （））エ料金体系について」では、小口需要者については現行の料金体系で、
すでに配慮しているため、継続して維持していく旨を記載してはどうか。また、
水最大限」という記載は削除しても良いのではないか。これを合わせ水また、少
量の使用区分の従量料金については、小口需要者への配慮を行う現行料金体系を
維持することにした。」としてはどうか。 

 

回答：事務局 

ご意見を踏まえ文章を改める。 

 

質問：I委員 

P2：水（）） 料金改定率について」では、水平均改定率」とあるが、これまでは
水料金改定率」として審議をしていた。水平均改定率」は、一般的に使用されるも
のであるのか。 

 

回答：事務局 

水平均改定率」は一般的にどこ事業体でも使用されている。料金改定にあたっ
ては、使用状況によって料金改定率に差が生じる。すべての利用者にとって一律
の改定率となっていないため、水平均改定率」としている。 

 

質問：D委員 

I 委員からの質問（平均改定率）に関し、水平均改定率」とせず、水概ね+30.0%
改定とする」としてはどうか。 

E 委員からの質問（小口需要者への配慮）に関し、今の料金体系で行っている
ことになるため、アピールするためにも文章に示した方が良いのではないか。 

P2：水（））オ料金改定時期について」では、改定時期について水妥当」という
表現ではなく、水早急に料金改定をする必要があるが周知期間を設けてから料金改
定を実施する」という表現にしてはどうか。令和 8年度に料金改定を実施すべき



であることを記載するのは問題ないが、審議会として令和 8年度に料金改定を行
うことが水妥当」というよりも、料金改定にあたっては十分な周知期間を設ける
ことを望むということを記載しており、水令和 8年度に予定」という表現でも良い
のではないか。 

 

回答：事務局 

水（））オ料金改定時期について」は、ご意見を踏まえ文章を改める。 

水平均改定率」は、一般的に使用される文言である。水概ね」の料金改定率にし
てしまうと、添付している料金改定後の料金表の料金改定率が不明瞭となってし
まうため、水平均改定率」として改定率が明確になるよう記載している。 

 

回答：G委員 

平均改定率 30％として計算して作成したのであれば、平均改定率として記載し
ても問題ないのではないか。水概ね」としなくて良いのではないか。 

 

回答：E委員 

水平均改定率」と表現して問題ないものと考える。 

 

【附帯意見について】 

質問：F委員 

水附帯意見」という表現は好ましくないのではないか。 

 

回答：E委員 

水附帯意見」は、審議会での決定事項以外の重要な意見をまとめたものにな
る。他事例の答申書でも一般的に使用されている表現であり、今回も同様に水附
帯意見」という表現を用いることで問題ないものと考える。 

 

質問：I委員 

P2： 水ア一般会計からの繰入について」の内容について、水市民の節水意識の向
上」と水補助金等を繰り入れること」の繋がりが理解できない。また、水イ基幹管
路の耐震化について」の文章について、水国が示す目標」が何を示しているのか理
解できない。文章の読点の位置が分かりにくくしていると思われるため、改める
べきではないか。 

 

回答：事務局 



ご意見を踏まえ文章を改める。 

 

質問：E委員 

水ア一般会計からの繰入について」の内容について、水道事業は独立採算が原
則であり、一般会計からの繰入基準も定められていることから、答申の附帯意見
として、記載する必要はないのではないか。審議会の中で意見があったことは、
会議録に記録されていることから、削除しても良いのではないか。 

 

質問：F委員 

料金改定で一度に 30％上げるのは、市民生活に大きな影響を与えてしまう。激
変緩和として、一般会計からの繰入があっても良いのではないか。継続しての繰
入ではなく、激変緩和の意味合いで繰入があっても良いのではないか。附帯意見
として、残しておいた方がいいのではないか。 

 

回答：E委員 

激変緩和については、審議会で審議すべき内容である。審議会の中では、30％
の料金改定として審議を行っていた。料金改定率が 30％となったのは、長い間料
金改定を行っていなかったことも一因であるが、30％の料金改定を行った場合で
も近隣地域と比べて水道料金は低い水準であることを踏まえ、承認した経緯があ
る。激変緩和については、審議会で審議されていないことから、附帯意見として
記載することは望ましくない。 

 

質問：F委員 

市民の負担を軽減する方法が、一般会計からの繰入しかないため、意見を申し
上げた。附帯意見としての記載が望ましくなければ、削除しても構わない。 

 

質問：D委員 

水道料金の改定は市民生活に影響を与えることから、前回までの審議会では附
帯意見として一般会計からの繰入の要望を入れる方向性であったと記憶してい
る。今回の料金改定では激変緩和措置を行わない方針であるが、水 料金体系の定
期的・計画的な見直しについて」では 4年おきに料金の見直しを行うこととして
いるため、次回の見直し時の検討課題として、水 料金体系の定期的・計画的な見
直しについて」の中に、激変緩和や料金改定率の抑制の観点で市からの一般会計
繰入に関する内容を入れてはどうか。 

 



回答：事務局 

ご意見を踏まえ文章を改める。 

 

 その他 

 本審議を踏まえて事務局で答申書の修正を行う。なお、修正後の答申書はメ
ールまたは郵送にて委員へ送付することとする。 

 答申書の修正を各委員に確認していただいた後、12 月 19 日に会長・副会長
から市長へ答申する予定である。 

 

 

 閉会 

 以上で今年度の審議会を終了とする。 

 

 

 

 


